
 

 

 

 

 

 

評点一点当たりの価額に関する経過措置の改正について 

 

固定資産評価基準第２章第４節二を別紙のとおり改める。 

 

 
※令和２年９月11日
　地方財政審議会固定資産評価分で本資が配布。

　本資料の内容で審議された。 
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改正理由（審議事項６） 

 

 家屋の評価額は、各個の家屋について付設した評点数に評点一点

当たりの価額を乗じて求めることとされている。 

この評点一点当たりの価額については、経過措置により、平成30

年度から令和２年度までの各年度における家屋の評価に限り、１円

に「物価水準による補正率」及び「設計管理費等による補正率」を

乗じて得た額を基礎として市町村長が定めることとされているが、

当該措置は令和３年度以降も引き続き講じるべきと考えられること

から、令和５年度まで延長しようとするものである。 
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